
 

 

東

京

都

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

等

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

案

） 
（

目

的

） 

第

一

条 
こ

の

条

例

は

、

東

京

都

の

区

域

内

に

存

す

る

区

市

町

村

（

以

下

「

区

市

町

村

」

と

い

う

。

）

が

実

施

す

る

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

等

を

行

う

事

業

へ

の

助

成

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

妊

婦

等

の

産

婦

人

科

等

へ

の

通

院

、

日

常

生

活

に

お

け

る

外

出

等

を

支

援

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

一 

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス 
資

金

決

済

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

一

年

法

律

第

五

十

九

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

第

一

項

第

一

号

に

該

当

す

る

前

払

式

支

払

手

段

で

あ

っ

て

、

本

条

例

の

目

的

に

資

す

る

も

の

と

し

て

東

京

都

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。 

二 

妊

婦

等 

妊

婦

（

流

産

及

び

死

産

に

至

っ

た

妊

婦

を

含

む

。

）

及

び

産

婦

で

あ

っ

て

、

母

子

健

康

手

帳

（

母

子

保

健

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

第

十

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

母

子

健

康

手

帳

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

交

付

を

受

け

た

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

経

過

し

な

い

も

の

を

い

う

。 

三 

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

等 

区

市

町

村

が

行

う

妊

婦

等

へ

の

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

及

び

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

以

外

の

方

法

に

よ

る

支

援

で

あ

っ

て

本

条

例

の

目

的

に

資

す

る

も

の

と

し

て

知

事

が

認

め

る

も

の

を

い

う

。 

（

東

京

都

の

負

担

） 

第

三

条 

東

京

都

は

、

区

市

町

村

が

当

該

区

域

内

に

住

所

を

有

す

る

妊

婦

等

に

行

う

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

に

当

た

り

、

代

価

の

弁

済

に

充

当

す

る

経

費

及

び

法

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

前

払

式

支

払

手

段

発

行

者

に

対

し

て

当

該

区

市

町

村

が

支

払

う

保

証

金

に

要

す

る

経

費

を

負

担

す

る

。 

 



 

 

２ 

東

京

都

は

、

区

市

町

村

が

当

該

区

域

内

に

住

所

を

有

す

る

妊

婦

等

に

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

以

外

の

方

法

に

よ

る

支

援

で

あ

っ

て

本

条

例

の

目

的

に

資

す

る

も

の

と

し

て

知

事

が

認

め

る

も

の

を

行

う

場

合

は

、

そ

の

支

援

に

要

す

る

経

費

を

負

担

す

る

。 

３ 

前

二

項

の

規

定

に

よ

り

東

京

都

が

負

担

す

る

経

費

の

額

の

算

定

方

法

に

つ

い

て

は

、

規

則

で

定

め

る

。

た

だ

し

、

母

子

健

康

手

帳

の

交

付

（

多

胎

妊

娠

に

よ

る

追

加

交

付

及

び

紛

失

等

に

よ

る

再

交

付

を

含

ま

な

い

。

）

一

回

に

つ

き

六

千

円

を

限

度

と

す

る

。 

（

経

費

交

付

の

条

件

） 

第

四

条 

知

事

は

、

前

条

の

規

定

に

基

づ

き

経

費

を

交

付

す

る

際

に

、

必

要

な

範

囲

内

に

お

い

て

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

報

告

及

び

調

査

） 

第

五

条 

知

事

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

市

町

村

の

長

に

対

し

て

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

等

に

関

し

て

報

告

を

求

め

、

又

は

実

地

に

調

査

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

委

任

） 

第

六

条 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。 

附 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

妊

婦

等

で

あ

る

者

に

つ

い

て

も

適

用

す

る

。 

 

（

提

案

理

由

） 

 

マ

タ

ニ

テ

ィ

パ

ス

の

交

付

等

を

行

う

区

市

町

村

へ

の

助

成

を

行

う

必

要

が

あ

る

。 


